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2024年4月3日発生の花蓮地震に対し、寄付を検討されている企業または個人も多いと思います。寄付金に

関して税法の規定により、個人においては所得控除、営利事業者においては税務上の費用（損金）計上規定

が有ります。財政部は、寄付金には制限と規定があり、すべての寄付金が上限なしで控除又は損金計上で

きるわけではない点を注意喚起しています。寄付の対象が規定を満たしていなければ認められず、また対象

によって上限も異なります。

一、寄付金の対象及び限度額の規定

二、申告時期

2024年中の寄付は個人においては来年5月に行う2024年分の個人所得税の申告において控除すること

ができます。営利事業者においては寄付金支出した年度分の営利事業所得税において申告します。

寄付金の税務上の取扱い

対象
限度額

個人 営利事業者

公益、慈善機構等の機関や団体 個人所得総額の20% 営利事業所得総額の10%

国防、軍隊慰問のための寄付及び政府

に対する献金
全額控除可能 全額損金算入可

財政部認定の寄付口座

例：0403花蓮震災援助専用口座注
全額控除可能 全額損金算入可

その他の機関団体又は外国機関

例：日本赤十字社
所得控除不可 損金不算入

注：衛福部の管轄する公設財団法人賑災基金会により開設された口座を指し、過去にウクライ

ナの人道救援募金、トルコの災害救援寄付金などはすべて類似モデルによって処理された。
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三、証憑の保存

寄付金の控除のための3要点：

1. 規定を満たす公益社団法人や財団組織への寄付である。

2. 寄付後、当該機関から紙ベース又は電子版の領収書を取得し、適切に保存する。

3. 税務当局の審査のため、所得税申告時に寄付金の領収書を添付する。

関連法令

所得税法

第十七条(個人の寄付)

寄付金：納税義務者及びその配偶者又は扶養を受けている親族による教育、文化、公益、慈善機構又は団

体に対する寄付金の寄付総額は個人所得総額の百分の二十を限度とする。但し、国防、軍隊慰問のための

寄付及び政府に対する献金は、金額の制限を受けない。

第三十六条(営利事業者の寄付)

営利事業者の寄付は次の規定によってこれを当年度の費用又は損失として計上することができる。

一． 国防建設、軍隊慰問の協力のために各級政府に対する寄付及び財政部の特別許可を受けた寄付は金

額の制限を受けない。

二． 前号に規定する寄付を除き、第11条第4項の規定を満たす機関、団体に対する寄付はすべて所得額の

百分の十を限度とする。
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